
開発事業の策定

埋蔵文化財包蔵地に該当するかを照会

該当しない 該当する

　工事中に埋蔵文化財を発見した場合
工事を中断し、上島町教育委員会へ連絡
　　

確認調査等を依頼
（分布・試掘・確認調査）

文化財保護法第93条及び94条
による届出等を上島町へ提出

愛媛県教育委員会の指示により
　　　・　発掘調査の実施
　　　・　専門職員の工事立会
　　　・　慎重な工事の実施

文化財保護法第96条及び
　97条による届出等提出

工事の実施

①

③

②

埋蔵文化財を確認した場合
　　遺跡保存等の協議

●提出書類の書式は上島町ホームページでダウンロードできます。

①　「埋蔵文化財所在の有無について（照会）」

②　「埋蔵文化財の分布・試掘・確認調査について（依頼）」

③　「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出（通知）書

※この調査は、上島町教育委員会が実施します。

※回答には1週間程度の期間を要します。
　お早目の提出をお願いします。

※個人・民間企業等の場合は工事着手60日前までに上島町
　教育委員会を通じて愛媛県教育委員会に提出します。

※書類を上島町教育委員会を通じて、愛媛県教育委員会
　に提出します。その後、愛媛県教育委員会が決定する指
　示に従ってください。

※工事が埋蔵文化財に影響すると判断された場合、
　発掘調査が実施されることがあります。
　調査後、工事を着工することが可能です。

※現状を変更することなく、速やかに連絡してください。
　（事業者・愛媛県・上島町で協議します。）

※埋蔵文化財保護のため、工事内容の変更などについて
　協議を行います。現状保存が難しい場合は、発掘調査
　を実施する可能性があります。

埋蔵文化財の取り扱いに関するフローチャート


